
 

 

 

 

瀬戸市デジタルリサーチパークセンター条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。 

平成３１年３月２８日 

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

瀬戸市条例第８号  

   瀬戸市デジタルリサーチパークセンター条例の一部を改正する条例  

瀬戸市デジタルリサーチパークセンター条例（平成１５年瀬戸市条例第

１１号）の一部を次のように改正する。  

別表第１を次のように改める。  

別表第１（第７条関係）  

区分 

金額 

９時～１

２時 

１３時～

１７時 

１８時～

２２時 

９時～１

７時 

１３時～

２２時 

９時～２

２時 

２２時以降１

時間につき 

マルチメディア

電子会議室 

平日 円 

6,470 

円 

8,610 

円 

8,610 

円 

17,230 

円 

19,380 

円 

28,000 

円 

2,580 

土曜日、日曜

日及び祝日 
7,110 9,480 9,480 18,960 21,330 30,810 2,850 

研修室１ 2,720 3,630 3,630 7,260 8,160 11,790 1,090 

研修室２ 4,420 5,890 5,890 11,780 13,250 19,150 1,770 

スタジオ１ 1,140 1,520 1,520 3,040 3,420 4,940 450 

スタジオ２ 2,780 3,720 3,720 7,440 8,380 12,100 1,120 

録音室 160 220 220 450 510 740 70 

インターネットコーナー 4,370 5,830 5,830 11,660 13,120 18,950 1,740 

会議室１ 430 570 570 1,130 1,280 1,840 170 

会議室２ 430 570 570 1,130 1,280 1,840 170 

   附  則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。  

 


